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司法行政文書の管理について（通達） 

 標記の管理について下記のとおり定めましたので，これによってください。 

 なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。 

                  記 

第１ 総則 

１ 趣旨 

裁判所における司法行政文書の管理については，法律及びこれに基づく命令 



 

                     

並びに最高裁判所規則，最高裁判所規程及び通達（第２の６において「法令等」

という。）に特別の定めがある場合を除くほか，この通達の定めるところによ 

る。 

２ 定義 

この通達における用語の意義は，次に定めるところによる。 

 司法行政文書 裁判所の職員が職務上作成し，又は取得した司法行政事務

に関する文書，図画及び電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。）であっ

て，裁判所の職員が組織的に用いるものとして，裁判所が保有しているもの

をいう。 

 事務総局等の課 最高裁判所事務総局分課規程（昭和２２年最高裁判所規

程第５号）に定める事務総局の課及び局の課，司法研修所事務局分課規程（

昭和２４年最高裁判所規程第１４号）に定める事務局の課，裁判所職員総合

研修所事務局分課規程（平成１６年最高裁判所規程第３号）に定める事務局

の課並びに最高裁判所図書館分課規程（昭和３４年最高裁判所規程第４号）

に定める課をいう。 

 最高裁判所の裁判部 大法廷首席書記官等に関する規則（昭和２９年最高

裁判所規則第９号）に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する

組織をいう。 

 下級裁判所の課 下級裁判所事務処理規則（昭和２３年最高裁判所規則第

１６号）第２４条第１項から第４項までの規定及び同条第１０項の規定に基

づく定めにより，高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所及び簡易裁判所に置

かれた課をいう。 

 下級裁判所の裁判部 大法廷首席書記官等に関する規則に定める首席書記

官及び首席家庭裁判所調査官等に関する規則（昭和５７年最高裁判所規則第

４号）に定める首席家庭裁判所調査官が指導監督する職員が属する組織をい



 

                     

う。 

 ファイル 能率的な事務の処理及び司法行政文書の適切な保存に資するよ

う，相互に密接な関連を有する司法行政文書（保存期間及び保存期間の満了

する日を同じくすることが適当であるものに限る。）を一の集合物にまとめ

たものをいう。 

 ファイル管理簿 ファイルの管理を適切に行うために，ファイルの分類，

名称，保存期間，保存期間の満了する日及び保存場所その他の必要な事項を

記載した帳簿をいう。 

 文書管理システム 司法行政文書の受理，起案，発送，保存，廃棄その他

司法行政文書の管理を総合的に行うための情報システムをいう。 

 移管 公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号）第１４条

第１項の規定に基づく最高裁判所長官と内閣総理大臣との協議による定め（

同法附則第３条の規定により同法第１４条第１項の規定に基づく協議による

定めとみなされるものを含む。）に基づき，内閣総理大臣に司法行政文書を

移管することをいう。 

第２ 司法行政文書の管理体制 

１ 総括文書管理者 

 最高裁判所，高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所に総括文書管理者を

置く。 

 総括文書管理者は，最高裁判所においては秘書課長とし，高等裁判所，地

方裁判所及び家庭裁判所（以下「高等裁判所等」という。）においては事務

局長（知的財産高等裁判所事務局長を除く。）とする。 

 総括文書管理者の事務は，次のとおりとする。 

ア 最高裁判所の総括文書管理者は，最高裁判所における司法行政文書の管

理について，次に掲げる事務を行うものとする。 

 ファイル管理簿の調製 



 

                     

 移管に関する事務 

 移管・廃棄簿の調製 

 司法行政文書の管理に関する必要な改善措置の実施 

 司法行政文書の管理に関する研修の実施 

 組織の新設，改正及び廃止に伴う司法行政文書の管理に関する必要な

措置の実施 

 所管換え先の指定 

 この通達の実施に関し必要な細則の整備 

 その他司法行政文書の管理に関する事務の総括 

イ 高等裁判所等の総括文書管理者は，その所属する裁判所（地方裁判所に

あっては，管内の簡易裁判所を含む。）における司法行政文書の管理につ

いて，次に掲げる事務を行うものとする。 

     アの から まで（ 及び を除く。）に掲げる事務 

     廃棄簿の調製 

     司法行政文書の管理状況についてのその所属する裁判所の長への報告 

２ 副総括文書管理者 

 最高裁判所及び高等裁判所等に副総括文書管理者を置く。 

 副総括文書管理者は，最高裁判所においては最高裁判所の総括文書管理者

が指名する者とし，高等裁判所等においては事務局総務課長とする。ただし，

高等裁判所等の長は，事務局総務課長に代えて文書企画官を副総括文書管理

者とし，又はその庁の実情により特に必要があるときは，事務局総務課長に

加えて知的財産高等裁判所事務局庶務第一課，庶務第一課，庶務課若しくは

事務部第一課の長を副総括文書管理者とすることができる。 

 副総括文書管理者は，総括文書管理者を補佐するものとする。 

３ 文書管理者 

 事務総局等の課，最高裁判所の裁判部，下級裁判所の課及び下級裁判所の



 

                     

裁判部（以下「課等」という。）に文書管理者を置く。 

 文書管理者は，次のとおりとする。 

ア 事務総局等の課 事務総局等の課の長 

イ 最高裁判所の裁判部 訟廷事務に係る司法行政文書については訟廷首席

書記官，最高裁判所の裁判部の庶務に関する事項に係る司法行政文書につ

いては総務局第一課長 

ウ 下級裁判所の課 下級裁判所の課の長。ただし，高等裁判所等の長は，

必要があるときは，事務局総務課長に加えて文書企画官を事務局総務課の

文書管理者とすることができる。 

エ 下級裁判所の裁判部 第１の２の に定める首席書記官及び首席家庭裁

判所調査官。ただし，高等裁判所等の長は，支部及び簡易裁判所において

必要があるときは，これらの者に加えて，これらの者に準ずる者を文書管

理者とすることができる。 

 文書管理者の事務は，次のとおりとする。 

ア 最高裁判所の文書管理者は，その所属する事務総局等の課又は最高裁判

所の裁判部の所管する事務に関する司法行政文書の管理の実施の責任者と

して，その管理する司法行政文書について，次に掲げる事務を行うものと

する。 

 保存 

 保存期間が満了したときの措置の設定 

 ファイル管理簿への記載及びその記載の削除 

 保存期間及び保存期間の満了する日の延長並びに廃棄 

 移管・廃棄簿への記載 

 管理状況の点検 

 司法行政文書の作成，整理及び保存その他の司法行政文書の管理に関

する職員の指導 



 

                     

イ 高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所及び簡易裁判所の文書管理者は，

その所属する下級裁判所の課又は下級裁判所の裁判部の所管する事務に関

する司法行政文書の管理の実施の責任者として，その管理する司法行政文

書について，次に掲げる事務を行うものとする。 

 アの から まで（ 及び を除く。）に掲げる事務 

 廃棄簿への記載 

 高等裁判所等の長は， のウのただし書の定めにより，文書企画官を文書

管理者とした場合には，事務局総務課長及び文書企画官の事務の分掌を定め

るものとする。 

４ 文書管理担当者 

 課等に文書管理担当者を置く。ただし，下級裁判所の課及び下級裁判所の

裁判部において，文書管理担当者を置くことなく適正に司法行政文書の管理

を行うことができると文書管理者が認める場合にあっては，この限りでない。 

 文書管理担当者は，次のとおりとする。ただし，課等のうちア，ウ又はエ

に掲げるものにおいて，その実情によりこれによることができないときは，

それぞれア，ウ又はエに定める者に準ずる者のうち，文書管理者が指名する

者を文書管理担当者とすることができる。 

ア 事務総局等の課 審査官，課長補佐，職員管理官補佐，厚生管理官補佐

又は専門官のうち文書管理者が指名する者 

イ 最高裁判所の裁判部 文書管理者が協議の上指名する訟廷首席書記官補

佐 

ウ 下級裁判所の課 企画官，課長補佐，専門官又は係長のうち文書管理者

が指名する者 

エ 下級裁判所の裁判部 訟廷管理官，訟廷副管理官，主任書記官，係長，

総括主任家庭裁判所調査官又は主任家庭裁判所調査官のうち文書管理者が

指名する者 



 

                     

 文書管理担当者は，文書管理者を補佐するものとする。 

   の定めにより文書管理担当者を指名した場合には，文書管理者は，速や

かに総括文書管理者にその者の氏名又は職名を報告しなければならない。 

５ 監査責任者 

 最高裁判所及び高等裁判所等に監査責任者を置く。 

 監査責任者は，次のとおりとする。 

 ア 最高裁判所 秘書課参事官のうち最高裁判所の総括文書管理者が指名す

る者 

 イ 高等裁判所，東京地方裁判所及び大阪地方裁判所 文書企画官 

 ウ 地方裁判所（イに掲げる地方裁判所を除く。）及び家庭裁判所 事務局

総務課長 

 監査責任者は，その所属する裁判所（地方裁判所にあっては，管内の簡易 

裁判所を含む。）が保有する司法行政文書の管理の状況について監査を行う 

ものとする。 

 監査責任者は，その指名する者に， に定める監査を行わせることができ

る。 

６ 職員の責務 

職員は，この通達及び関連する法令等並びに総括文書管理者及び文書管理者

の指示に従い，司法行政文書を適正に管理しなければならない。 

第３ 司法行政文書の作成 

１ 職員は，文書管理者の指示に従い，裁判所における経緯も含めた意思決定に

至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け，又は検証することができ

るよう，処理に係る事案が軽微なものである場合を除き，司法行政文書を作成

しなければならない。 

２ 職員は，別表「事項」の欄に掲げる事項に係る業務を行うときは，同表「業

務の区分」の欄に掲げる業務の区分に応じ，それぞれ同表「業務に係る司法行



 

                     

政文書の類型」の欄に掲げる司法行政文書の類型を参酌して，文書を作成する

ものとする。 

３ １に基づき，裁判所内部の打合せ又は裁判所外部との折衝等を含む，別表「

事項」の欄に掲げる事項に関する業務に係る政策立案，事務の実施の方針等に

影響を及ぼす打合せ等（５において「打合せ等」という。）の記録については，

文書を作成するものとする。 

 ４ 文書の作成に当たっては，文書の内容の正確性を確保するため，その内容に

ついて原則として複数の職員による確認を経た上で，文書管理者が確認するも

のとする。文書の作成について指示があったものについては，その指示を行っ

た者の確認も経るものとする。 

 ５ 裁判所の外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては，裁判所の出席者

による確認を経るとともに，可能な限り，当該打合せ等の相手方（５において

「相手方」という。）の発言部分等についても，相手方による確認等により，

正確性の確保を期するものとする。ただし，相手方の発言部分等について記録

を確定し難い場合には，その旨を判別できるように記載するものとする。 

第４ 司法行政文書の整理 

１ 司法行政文書の整理の方法 

職員は，次に定めるところにより，司法行政文書の整理を行わなければなら

ない。ただし，内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であって，その保存期間を

１年以上とする必要のないものについては，この限りでない。 

 作成し，又は取得した司法行政文書について分類し，名称を付するととも

に，保存期間及び保存期間の満了する日を設定する。 

 相互に密接な関連を有する司法行政文書をファイルにまとめる。 

 のファイルについて分類し，名称を付するとともに，保存期間及び保存

期間の満了する日を設定する。 

２ 分類及び名称 



 

                     

 １の の定めによりファイルを分類するときは，裁判所の事務の性質，内

容等に応じて系統的に，かつ，３段階の階層構造に分類しなければならない。

この場合において，ファイルが別表「業務の区分」の欄に掲げられた業務に

関するものであるときは，同表の定めを参酌しなければならない。 

 １の の定めによりファイルに付する名称は，分かりやすいものとしなけ

ればならない。 

３ 保存期間 

 文書管理者は，その所属する課等の所管する事務に関する司法行政文書に

ついての標準文書保存期間基準（以下「保存期間表」という。）を定め，こ

れを公表しなければならない。 

 保存期間表の保存期間は，次に定めるところにより定めるものとする。た

だし，高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所及び簡易裁判所においては，秘

書課長が定める保存期間表の例に準じて定めることができる。 

ア 別表「業務に係る司法行政文書の類型」の欄に掲げる司法行政文書の類

型に該当する司法行政文書（イにおいて「類型該当文書」という。）につ

いては，同表「保存期間」の欄に定める保存期間により定める。 

 イ 類型該当文書以外の司法行政文書については，別表の定めを参酌し，当

該司法行政文書に係る事務の性質，内容等を考慮して定める。 

 ウ 最高裁判所においては，公文書等の管理に関する法律第２条第６項に規

定する歴史公文書等（エにおいて「歴史公文書等」という。）に該当する

司法行政文書については，１年以上の保存期間を定める。 

 エ 歴史公文書等に該当しない司法行政文書であっても，司法行政が適正か

つ効率的に運営され，国民に説明する責務が全うされるよう，意思決定に

至る過程及び裁判所の事務の実績の合理的な跡付け又は検証に必要となる

司法行政文書については，原則として１年以上の保存期間を定めるものと

する。 



 

                     

 司法行政文書の保存期間の設定は，保存期間表に従い，行うものとする。 

 保存期間の設定においては，次に掲げる類型に該当する司法行政文書その

他の内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であって，保存期間を１年以上とす

る必要のないものは， のウ又はエに定めるものを除き，その保存期間を１

年未満とすることができる。 

 ア 正本又は原本が別に管理されている司法行政文書の写し 

 イ 定型的又は日常的な業務連絡，日程表等 

 ウ 出版物や公表物を編集して作成した司法行政文書 

 エ 所管する事務に関する事実関係の問合せへの応答に係る司法行政文書 

 オ 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった司法行

政文書 

 カ 意思決定の途中段階で作成したもので，当該意思決定に与える影響がな

いものとして，長期間の保存を要しないと判断される司法行政文書 

 キ 保存期間表において，保存期間を１年未満とすることが適当なものとし

て，業務単位で具体的に定められた司法行政文書 

 保存期間の設定においては，通常は１年未満の保存期間を設定する類型の

司法行政文書であっても，重要又は異例な事項に関する情報を含む場合など

合理的な跡付け又は検証に必要となるものについては，１年以上の保存期間

を設定するものとする。 

 司法行政文書の保存期間の起算日は，当該司法行政文書を作成し，又は取

得した日（以下「文書作成取得日」という。）の属する年度の翌会計年度の

初日を原則とする。ただし，文書作成取得日から１年以内の日であって４月

１日以外の日を起算日とすることが司法行政文書の適切な管理に資すると文

書管理者が認める場合にあっては，その日とする。 

なお，文書作成取得日において保存期間が不確定である司法行政文書につ

いては，保存期間が確定した日を文書作成取得日とみなす。 



 

                     

 １の の定めによりファイルに設定する保存期間及び保存期間の満了する

日は，ファイルにまとめられた司法行政文書の保存期間及び保存期間の満了

する日とする。ただし，保存期間の起算日を４月１日以外の日とした司法行

政文書がまとめられたファイルに設定する保存期間の満了する日については，

当該司法行政文書の保存期間の満了する日以後の最初の３月３１日とする。 

 ４ ファイルの保存 

文書管理者は，その管理するファイルを，当該ファイルの保存期間の満了す

る日までの間，適切に保存しなければならない。 

第５ ファイル管理簿 

１ ファイル管理簿の調製及び公表 

 総括文書管理者は，その所属する裁判所のファイル管理簿を文書管理シス

テムをもって調製するものとする。 

 総括文書管理者は，ファイル管理簿を最高裁判所においては秘書課，高等

裁判所等においては総務課に備え置き，一般の閲覧に供するとともに，イン

ターネットで公表しなければならない。 

２ ファイル管理簿への記載等 

 文書管理者は，少なくとも毎年度１回，その管理するファイルの現況につ

いて，次に掲げる事項をファイル管理簿に記載しなければならない。 

   ア 分類  

イ 名称  

ウ 保存期間  

エ 保存期間の満了する日  

オ 保存場所  

カ ファイルの作成日の属する年度  

キ ファイルの作成日における文書管理者  

ク 保存期間の起算日  



 

                     

ケ 保存媒体の種別  

コ ファイルに係る文書管理者 

 文書管理者は， の定めによるファイル管理簿への記載に当たっては，行

政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）第５

条に規定する不開示情報に相当する情報を明示しないようにしなければなら

ない。 

 文書管理者は，保存期間が満了したファイルについて，移管又は第６の２

の の定めによる廃棄をした場合には，当該ファイルに関するファイル管理

簿の記載を削除しなければならない。 

第６ 司法行政文書の移管，廃棄及び保存期間等の延長 

１ 保存期間が満了したときの措置の定め 

事務総局等の課及び最高裁判所の裁判部に置かれた文書管理者は，その管理

するファイルについて，保存期間（３の定めにより延長された場合にあっては

延長後の保存期間。２の 及び において同じ。）の満了前のできる限り早い

時期に，保存期間が満了したときの措置として，移管又は廃棄の措置をとるべ

きことを定めなければならない。 

２ 移管及び廃棄 

 移管をすべき司法行政文書がつづられているファイルの選別，移管の実施

等に関する事務の取扱いについては，平成２２年３月３０日付け最高裁秘書

第000867号事務総長依命通達「内閣総理大臣への司法行政文書の移管に関す

る事務の取扱いについて」の定めるところによる。 

 文書管理者は，ファイルの保存期間が満了したときは，３の定めによる保

存期間及び保存期間の満了する日の延長又は移管をする場合を除き，当該フ

ァイルを廃棄しなければならない。 

 文書管理者は，保存期間が満了したファイルについて，移管又は廃棄をし

た場合には，第５の２の の定めによるファイル管理簿の記載の削除をする



 

                     

ほか，最高裁判所においては当該ファイルの名称，移管又は廃棄の日その他

秘書課長が定める事項を移管・廃棄簿に，高等裁判所，地方裁判所，家庭裁

判所及び簡易裁判所においては当該ファイルの名称，廃棄の日その他秘書課

長が定める事項を廃棄簿に記載しなければならない。 

 最高裁判所の総括文書管理者は，最高裁判所の移管・廃棄簿を，高等裁判

所等の総括文書管理者は，その所属する裁判所の廃棄簿を文書管理システム

をもって調製するものとする。 

３ 保存期間等の延長 

 文書管理者は，ファイルに次に掲げる司法行政文書が含まれるときは，そ

の区分に応じてそれぞれ次に定める日が経過するまで，１年ごとに，当該フ

ァイルの保存期間及び保存期間の満了する日を延長しなければならない。 

ア 現に監査，検査等の対象になっている司法行政文書 当該監査，検査等

が終了する日 

イ 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる

司法行政文書 当該訴訟が終結する日 

ウ 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要と

される司法行政文書 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日か

ら起算して１年に達する日 

エ 開示の申出があった司法行政文書 当該司法行政文書について，次に掲

げる日のいずれか遅い日 

  司法行政文書の開示を申し出た者に対し開示の申出を受けた裁判所が

した判断の通知を発した日の翌日から起算して１年に達する日 

  の日までにされた苦情の申出に対する判断をした日の翌日から起算

して１年に達する日 

 文書管理者は，保存期間が満了したファイルについて，職務の遂行上必要

があると認めるときは，必要な限度において，一定の期間を定めて当該ファ



 

                     

イルの保存期間及び保存期間の満了する日を延長することができる。延長し

た保存期間が満了したファイルについても同様とする。 

第７ 司法行政文書の管理状況の点検及び監査等 

１ 点検及び監査 

 文書管理者は，その管理する司法行政文書の管理状況について，少なくと

も毎年度１回，点検を行い，その結果を総括文書管理者に報告しなければな

らない。 

 監査責任者は，少なくとも毎年度１回，第２の５の に定める監査を行い，

その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。 

 総括文書管理者は， 及び の定めによる報告その他の事情を踏まえ，司

法行政文書の管理について必要な措置を講ずるものとする。 

２ 紛失等への対応 

 文書管理者は，その管理する司法行政文書の紛失及び誤廃棄が明らかとな

った場合には，直ちに総括文書管理者に報告しなければならない。 

 総括文書管理者は， の定めによる報告を受けたときは，速やかに必要な

措置を講ずるものとする。 

３ 管理状況の報告 

高等裁判所等の長は，司法行政文書の管理状況（地方裁判所にあっては，管

内の簡易裁判所の管理状況を含む。）について，毎年度，秘書課長に報告しな

ければならない。 

第８ 研修の実施 

総括文書管理者は，職員に対し，司法行政文書の管理を適正かつ効果的に行う

ために必要な知識及び技能を習得させ，又は向上させるために必要な研修を行う

ものとする。 

第９ その他 

この通達に定めるもののほか，司法行政文書の管理に関し必要な事項は，秘書



 

                     

課長が定める。 

付 記 

１ 実施 

この通達は，平成２５年１月１日から実施する。 

２ 経過措置 

 この通達の実施の際，現に平成２４年１２月６日付け最高裁秘書第003415号

事務総長依命通達「「最高裁判所司法行政文書取扱要領について」の廃止につ

いて」による廃止前の平成１７年１２月１２日付け最高裁秘書第003688号事務

総長依命通達「最高裁判所司法行政文書取扱要領について」（ において「旧

最高裁文書取扱通達」という。）又は平成２４年１２月６日付け最高裁秘書第

003411号事務総長依命通達「「下級裁判所司法行政文書取扱要領について」の

廃止について」による廃止前の平成１７年１２月１２日付け最高裁秘書第

003689号事務総長依命通達「下級裁判所司法行政文書取扱要領について」（

において「旧下級裁文書取扱通達」という。）の定めにより保存されている司

法行政文書は，この通達の定めにより保存されているものとみなす。 

 の司法行政文書のうち司法年度で保存されているものは，この通達の実施

の際，現に定められている保存期間（延長された場合にあっては延長後の保存

期間）の満了した日の翌年の３月３１日をもって保存期間が満了したものとす

る。 

 この通達の実施の際，既に平成２４年の会計年度のファイルを指定した司法

行政文書及び平成２５年１月１日から同年３月３１日までに作成し，又は取得

した司法行政文書であって記第４の３の の定めにより保存期間の起算日が同

年４月１日となるものの整理については，最高裁判所にあっては旧最高裁文書

取扱通達の，高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所及び簡易裁判所にあっては

旧下級裁文書取扱通達の例による。 

 この通達は，最高裁判所が保有する司法行政文書に適用される限りにおいて，



 

                     

平成２１年８月５日付け内閣府大臣官房長最高裁判所事務総局秘書課長同総務

局長申合せ「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置

について（平成２１年８月５日内閣総理大臣最高裁判所長官申合せ）の実施に

ついて」第２項本文の「新たな取扱要領」に該当するものとする。 

  付 記（平成２７．６．２９秘書第１１５３号） 

１ この通達は，平成２７年７月１日から実施する。 

２ 平成２７年６月３０日までに開示を求められた司法行政文書が含まれるファイ

ルの保存期間等の延長については，なお従前の例による。 

３ 平成２４年１２月６日付け最高裁秘書第003545号事務総長依命通達「司法行政

文書の管理について」の標題の次に「（依命通達）」とあるのを「（通達）」と

補正する。 

４ 他の通達等中「平成２４年１２月６日付け最高裁秘書第003545号事務総長依命

通達「司法行政文書の管理について」」とあるのは「平成２４年１２月６日付け

最高裁秘書第003545号事務総長通達「司法行政文書の管理について」」と読み替

えるものとする。 

   付 記（平成２８．２．４秘書第３４３号） 

 この通達は，平成２８年４月１日から実施する。 

   付 記（平成２９．３．６秘書第７０３号） 

 この通達は，平成２９年４月１日から実施する。 

   付 記（平成３０．６．２９秘書第２６９３号） 

 この通達は，平成３０年９月１日から実施する。 

 


